
契  約  書

  （競技団体名）（以下「甲」という。）は、　（業者名）（以下「乙」という。）との間に第1条に規定する請負業務について下記のとおり請負契約を締結する。
記
第1条 甲が乙から貸出を受ける物品の品名及び数量は次のとおりとする。
品  名　第79回（第80回冬季）国民スポーツ大会近畿ブロック大会（　競技会場に配備する貸出し物品）
数  量　　（必要数）
第2条 乙は前条に規定する物品を甲の指定する場所および期間にて貸し出すものとする。
第3条 この請負金額は　　（税込金額）　　円（消費税含）とする。
2． 前項の内訳は、別紙見積書のとおりとする。
3． 甲の指示により貸出条件等に変更が生じた場合は、乙は再度見積書を甲に提出の上、甲の許可を得るものとする。
第4条 乙は、第1条に規定する請負業務を甲が指定する場所および期間にて実施するものとする。納品の際には甲の指定する者の検査を受けるものとし、合格した時に貸出を開始したものとする。貸出期間が終了した時には、甲が乙の指定する方法により乙へ返却することによりこの貸出業務は完了したものとする。
第5条 前条に規定する検査の結果、不合格があった場合には、甲は乙へ貸出物品の取替えをさせることができる。この場合においての検査の完了は、前条の規定を準用する。
2． 前項の規定により生ずる一切の費用は乙の負担とする。
第6条 甲は、第4条の規定により貸出業務が完了した後において乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して60日以内に乙に対し支払うものとする。
第7条 乙は天災その他止むを得ないと認められる理由により、この貸出業務を履行することができないときは、その事由を詳記して代替の対応の願い出をすることができる。この場合において、甲はその願い出を相当と認めたときはこれを承認することがある。
第8条 乙が次の各号の一つに該当する場合において、甲は本契約を解除することができるものとする。
1． 乙が本契約の履行の見込みがないと甲が認めたとき。
2． 契約履行の着手が著しく遷延したとき。
3． 乙から契約解除の申し立てがあったとき。
4． 支払停止、破産または民事再生手続き、その他信用を喪失したと認められるべき事由が発生したとき。
5.  甲は、乙が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この契約を解除することができる。

(ｱ)　役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。
(ｲ)　暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ｳ)　役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(ｴ)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(ｵ)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(ｶ)　この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」という。）に当たって、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(ｸ)  この契約に係る下請契約等に当たって、第１号から第５号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(ｹ)  この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
6.  前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金
額を甲に支払うものとする。
第9条 前条により契約を解除した場合、乙の受けた損害に対し、甲は一切その責を負わないものとする。
第10条 この契約については甲と乙の問題を生じたときは、両者誠意をもって解決にあたるものとする。
第11条 この契約書に規定していない事項については、必要に応じて甲・乙協議のうえ、定めるものとする。
上記契約の締結の証とするため、この契約書壱通を作成し記名押印のうえ、甲が本書を保有し乙が写しを保有するものとする。
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甲　 奈良市〇〇〇〇　
　　 奈良県県□□□□協会（連盟）
　　　 会長　〇〇　〇〇　印　
乙　 　　上記と同様　　
物品等賃借サンプル
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